
内
閣
府

○

告
示
第

号

総
務
省

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
第
二
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事

務
及
び
情
報
を
定
め
る
命
令
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
・
総
務
省
令
第
七
号
）
第
六
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
行
政
手
続
に
お

け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
十
九
条
第
七

号
の
規
定
に
よ
り
特
定
個
人
情
報
を
提
供
す
る
場
合
に
本
人
の
同
意
が
必
要
な
場
合
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年

月

日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

総
務
大
臣

山
本

早
苗

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
九

条
第
七
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
情
報
を
提
供
す
る
と
き
に
は

、
当
該
提
供
に
つ
い
て
本
人
（
同
法
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の



場
合
に
お
い
て
、
情
報
照
会
者
（
同
法
第
十
九
条
第
七
号
に
規
定
す
る
「
情
報
照
会
者
」
を
い
う
。
）
が
、
情
報
提
供
者
（
同

号
に
規
定
す
る
「
情
報
提
供
者
」
を
い
う
。
）
に
対
し
、
当
該
情
報
の
提
供
を
求
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
情
報
提
供
者
が

当
該
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
に
つ
き
、
当
該
情
報
照
会
者
が
、
当
該
情
報
提
供
者
に
代
わ
っ
て
当
該
情
報
に
係
る
本
人
の
同
意

を
得
る
も
の
と
す
る
。

一

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
別
表
第
二
の
主
務
省
令
で
定
め

る
事
務
及
び
情
報
を
定
め
る
命
令
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
・
総
務
省
令
第
七
号
。
以
下
「
主
務
省
令
」
と
い
う
。
）
第

二
条
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
に
掲
げ
る
情
報
（
同
号
の
申
出
に
係
る
被
保
険
者
又
は
保
険
給
付
を
受
け
る
べ
き

者
に
係
る
情
報
を
除
く
。
）

二

主
務
省
令
第
三
条
第
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
に
掲
げ
る
情
報
（
同
号
の
申
出
に
係
る
被
保
険
者
又
は
保
険
給
付

を
受
け
る
べ
き
者
に
係
る
情
報
を
除
く
。
）

三

主
務
省
令
第
六
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
に
掲
げ
る
情
報
（
同
号
の
申
出
に
係
る
被
保
険
者
又
は
保
険
給
付

を
受
け
る
べ
き
者
に
係
る
情
報
を
除
く
。
）

四

主
務
省
令
第
七
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
イ
に
掲
げ
る
情
報



五

主
務
省
令
第
十
二
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
イ
に
掲
げ
る
情
報

六

主
務
省
令
第
十
二
条
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
ロ
に
掲
げ
る
情
報

七

主
務
省
令
第
十
二
条
第
七
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
に
掲
げ
る
情
報

八

主
務
省
令
第
十
三
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
イ
に
掲
げ
る
情
報

九

主
務
省
令
第
十
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
イ
に
掲
げ
る
情
報

十

主
務
省
令
第
十
九
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
カ
に
掲
げ
る
情
報
（
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四

十
四
号
）
第
六
条
第
二
項
の
要
保
護
者
（
以
下
「
要
保
護
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
情
報
を
除
く
。
）

十
一

主
務
省
令
第
十
九
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務

同
条
第
一
号
カ
に
掲
げ
る
情
報
（
要
保
護
者
に
係
る
情
報
を
除
く
。

）
十
二

主
務
省
令
第
十
九
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務

同
条
第
一
号
カ
に
掲
げ
る
情
報
（
要
保
護
者
に
係
る
情
報
を
除
く
。

）
十
三

主
務
省
令
第
十
九
条
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務

同
条
第
一
号
カ
に
掲
げ
る
情
報
（
要
保
護
者
に
係
る
情
報
を
除
く
。

）



十
四

主
務
省
令
第
十
九
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務

同
条
第
一
号
カ
に
掲
げ
る
情
報
（
要
保
護
者
に
係
る
情
報
を
除
く
。

）
十
五

主
務
省
令
第
十
九
条
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
（
生
活
保
護
法
第
七
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
関
す
る
事
務

を
除
く
。
）

同
条
第
一
号
カ
に
掲
げ
る
情
報
（
要
保
護
者
に
係
る
情
報
を
除
く
。
）

十
六

主
務
省
令
第
二
十
二
条
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務

同
条
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
情
報

十
七

主
務
省
令
第
二
十
二
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務

同
条
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
情
報

十
八

主
務
省
令
第
二
十
二
条
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務

同
条
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
情
報

十
九

主
務
省
令
第
二
十
三
条
に
掲
げ
る
事
務

同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
情
報

二
十

主
務
省
令
第
二
十
四
条
に
掲
げ
る
事
務

同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
情
報

二
十
一

主
務
省
令
第
二
十
四
条
の
二
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
に
掲
げ
る
情
報

二
十
二

主
務
省
令
第
二
十
四
条
の
二
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
ロ
に
掲
げ
る
情
報

二
十
三

主
務
省
令
第
二
十
四
条
の
二
第
八
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
ロ
に
掲
げ
る
情
報

二
十
四

主
務
省
令
第
二
十
四
条
の
二
第
九
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
ロ
に
掲
げ
る
情
報



二
十
五

主
務
省
令
第
二
十
四
条
の
二
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
に
掲
げ
る
情
報

二
十
六

主
務
省
令
第
二
十
四
条
の
二
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
に
掲
げ
る
情
報

二
十
七

主
務
省
令
第
二
十
四
条
の
二
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
に
掲
げ
る
情
報

二
十
八

主
務
省
令
第
二
十
四
条
の
二
第
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
に
掲
げ
る
情
報

二
十
九

主
務
省
令
第
二
十
四
条
の
二
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
に
掲
げ
る
情
報

三
十

主
務
省
令
第
二
十
八
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務

同
条
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
情
報

三
十
一

主
務
省
令
第
二
十
八
条
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務

同
条
第
一
号
ニ
に
掲
げ
る
情
報

三
十
二

主
務
省
令
第
三
十
一
条
の
二
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
に
掲
げ
る
情
報

三
十
三

主
務
省
令
第
三
十
一
条
の
二
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
ロ
に
掲
げ
る
情
報

三
十
四

主
務
省
令
第
三
十
一
条
の
二
第
九
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
ロ
に
掲
げ
る
情
報

三
十
五

主
務
省
令
第
三
十
一
条
の
二
第
十
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
ロ
に
掲
げ
る
情
報

三
十
六

主
務
省
令
第
三
十
一
条
の
二
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
に
掲
げ
る
情
報

三
十
七

主
務
省
令
第
三
十
一
条
の
二
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
に
掲
げ
る
情
報



三
十
八

主
務
省
令
第
三
十
一
条
の
二
第
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
に
掲
げ
る
情
報

三
十
九

主
務
省
令
第
三
十
一
条
の
二
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
に
掲
げ
る
情
報

四
十

主
務
省
令
第
三
十
一
条
の
二
第
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
に
掲
げ
る
情
報

四
十
一

主
務
省
令
第
三
十
四
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
に
掲
げ
る
情
報

四
十
二

主
務
省
令
第
三
十
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
に
掲
げ
る
情
報

四
十
三

主
務
省
令
第
三
十
四
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
に
掲
げ
る
情
報

四
十
四

主
務
省
令
第
三
十
五
条
に
掲
げ
る
事
務

同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
情
報

四
十
五

主
務
省
令
第
三
十
六
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
イ
に
掲
げ
る
情
報

四
十
六

主
務
省
令
第
三
十
六
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
イ
に
掲
げ
る
情
報

四
十
七

主
務
省
令
第
三
十
六
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
に
掲
げ
る
情
報

四
十
八

主
務
省
令
第
三
十
九
条
に
掲
げ
る
事
務

同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
情
報

四
十
九

主
務
省
令
第
四
十
三
条
の
四
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
ハ
に
掲
げ
る
情
報

五
十

主
務
省
令
第
四
十
三
条
の
四
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務

同
条
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
情
報



五
十
一

主
務
省
令
第
四
十
四
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
カ
に
掲
げ
る
情
報
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の

促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三

十
号
）
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
支
援
給
付
、
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自

立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
の
支
援

給
付
並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
六
号
。
以
下
「
平
成
二
十
五
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
二
十
五
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な

帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
の
支
援

給
付
、
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
法
第
十
四

条
第
三
項
の
支
援
給
付
及
び
平
成
二
十
五
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
三
項
の
支
援
給
付
の
支
給
を
必
要
と
す
る
状
態
に
あ

る
者
（
以
下
「
要
支
援
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
情
報
を
除
く
。
）

五
十
二

主
務
省
令
第
四
十
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務

同
条
第
一
号
カ
に
掲
げ
る
情
報
（
要
支
援
者
に
係
る
情
報
を
除

く
。
）



五
十
三

主
務
省
令
第
四
十
四
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務

同
条
第
一
号
カ
に
掲
げ
る
情
報
（
要
支
援
者
に
係
る
情
報
を
除

く
。
）

五
十
四

主
務
省
令
第
四
十
四
条
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務

同
条
第
一
号
カ
に
掲
げ
る
情
報
（
要
支
援
者
に
係
る
情
報
を
除

く
。
）

五
十
五

主
務
省
令
第
四
十
四
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務

同
条
第
一
号
カ
に
掲
げ
る
情
報
（
要
支
援
者
に
係
る
情
報
を
除

く
。
）

五
十
六

主
務
省
令
第
四
十
四
条
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
（
生
活
保
護
法
第
七
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
関
す
る
事
務

を
除
く
。
）

同
条
第
一
号
カ
に
掲
げ
る
情
報
（
要
支
援
者
に
係
る
情
報
を
除
く
。
）

五
十
七

主
務
省
令
第
四
十
七
条
第
一
項
第
三
号
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
事
務

同
号
ロ
に
掲
げ
る
情
報
（
同
号
の
申
請
を
行
う
者
及
び
当
該
者
が
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る
者
の
う
ち

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
九
条
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
被
保
険
者
（
以
下
「
第
一
号
被
保

険
者
」
と
い
う
。
）
の
配
偶
者
若
し
く
は
第
一
号
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
そ
の
他
そ
の
世
帯
に
属
す
る
者
又

は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
に
係
る
情
報
を
除
く
。
）



五
十
八

主
務
省
令
第
四
十
七
条
第
一
項
第
四
号
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
事
務

同
号
ロ
に
掲
げ
る
情
報
（
同
号
の
申
請
を
行
う
者
及
び
当
該
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
の
う
ち
第
一
号
被
保
険
者
の

配
偶
者
若
し
く
は
第
一
号
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
そ
の
他
そ
の
世
帯
に
属
す
る
者
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者

に
係
る
情
報
を
除
く
。
）

五
十
九

主
務
省
令
第
四
十
七
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
ロ
に
掲
げ
る
情
報
（
同
号
の
申
請
を
行
う
者
及
び

当
該
者
が
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る
者
の
う
ち
第
一
号
被
保
険
者
の
配
偶
者
若
し
く
は
第
一
号
被
保
険

者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
そ
の
他
そ
の
世
帯
に
属
す
る
者
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
に
係
る
情
報
を
除
く
。
）

六
十

主
務
省
令
第
四
十
七
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
ロ
に
掲
げ
る
情
報
（
同
号
の
申
請
を
行
う
者
及
び
当

該
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
の
う
ち
第
一
号
被
保
険
者
の
配
偶
者
若
し
く
は
第
一
号
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世

帯
主
そ
の
他
そ
の
世
帯
に
属
す
る
者
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
に
係
る
情
報
を
除
く
。
）

六
十
一

主
務
省
令
第
四
十
七
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
ロ
に
掲
げ
る
情
報
（
同
号
の
保
険
料
滞
納
者
及
び

当
該
保
険
料
滞
納
者
が
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る
者
の
う
ち
第
一
号
被
保
険
者
の
配
偶
者
若
し
く
は
第

一
号
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
そ
の
他
そ
の
世
帯
に
属
す
る
者
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
に
係
る
情
報
を
除
く



。
）

六
十
二

主
務
省
令
第
四
十
七
条
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
ロ
に
掲
げ
る
情
報
（
同
号
の
保
険
料
滞
納
者
及
び

当
該
保
険
料
滞
納
者
が
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る
者
の
う
ち
第
一
号
被
保
険
者
の
配
偶
者
若
し
く
は
第

一
号
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
そ
の
他
そ
の
世
帯
に
属
す
る
者
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
に
係
る
情
報
を
除
く

。
）

六
十
三

主
務
省
令
第
四
十
七
条
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
ロ
に
掲
げ
る
情
報
（
同
号
の
保
険
料
滞
納
者
及
び

当
該
保
険
料
滞
納
者
が
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る
者
の
う
ち
第
一
号
被
保
険
者
の
配
偶
者
若
し
く
は
第

一
号
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
そ
の
他
そ
の
世
帯
に
属
す
る
者
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
に
係
る
情
報
を
除
く

。
）

六
十
四

主
務
省
令
第
四
十
七
条
第
一
項
第
十
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
ロ
に
掲
げ
る
情
報
（
同
号
の
保
険
料
滞
納
者
及
び

当
該
保
険
料
滞
納
者
が
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る
者
の
う
ち
第
一
号
被
保
険
者
の
配
偶
者
若
し
く
は
第

一
号
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
そ
の
他
そ
の
世
帯
に
属
す
る
者
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
に
係
る
情
報
を
除
く

。
）



六
十
五

主
務
省
令
第
四
十
七
条
第
一
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
ロ
に
掲
げ
る
情
報
（
同
号
の
保
険
料
滞
納
者
及

び
当
該
保
険
料
滞
納
者
が
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る
者
の
う
ち
第
一
号
被
保
険
者
の
配
偶
者
若
し
く
は

第
一
号
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
そ
の
他
そ
の
世
帯
に
属
す
る
者
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
に
係
る
情
報
を
除

く
。
）

六
十
六

主
務
省
令
第
四
十
七
条
第
一
項
第
十
二
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
ロ
に
掲
げ
る
情
報
（
同
号
の
保
険
料
滞
納
者
及

び
当
該
保
険
料
滞
納
者
が
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る
者
の
う
ち
第
一
号
被
保
険
者
の
配
偶
者
若
し
く
は

第
一
号
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
そ
の
他
そ
の
世
帯
に
属
す
る
者
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
に
係
る
情
報
を
除

く
。
）

六
十
七

主
務
省
令
第
四
十
七
条
第
一
項
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
ロ
に
掲
げ
る
情
報
（
同
号
の
保
険
料
滞
納
者
及

び
当
該
保
険
料
滞
納
者
が
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る
者
の
う
ち
第
一
号
被
保
険
者
の
配
偶
者
若
し
く
は

第
一
号
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
そ
の
他
そ
の
世
帯
に
属
す
る
者
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
に
係
る
情
報
を
除

く
。
）

六
十
八

主
務
省
令
第
四
十
七
条
第
一
項
第
十
四
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
ロ
に
掲
げ
る
情
報
（
同
号
の
確
認
に
係
る
被
保



険
者
及
び
要
介
護
被
保
険
者
を
現
に
介
護
す
る
者
そ
の
他
個
々
の
事
業
の
対
象
者
と
し
て
市
町
村
が
認
め
る
者
又
は
当
該

者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
の
う
ち
第
一
号
被
保
険
者
の
配
偶
者
若
し
く
は
第
一
号
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯

主
そ
の
他
そ
の
世
帯
に
属
す
る
者
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
に
係
る
情
報
を
除
く
。
）

六
十
九

主
務
省
令
第
四
十
七
条
第
一
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
ロ
に
掲
げ
る
情
報
（
同
号
の
判
定
に
係
る
介
護

保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
一
項
第
一
号
の
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
等
（
以
下
「
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
等
」
と
い

う
。
）
及
び
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
等
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
の
う
ち
第
一
号
被
保
険
者
の
配
偶
者
若
し
く
は
第
一

号
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
そ
の
他
そ
の
世
帯
に
属
す
る
者
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
に
係
る
情
報
を
除
く
。

）
七
十

主
務
省
令
第
四
十
七
条
第
一
項
第
十
六
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
イ
に
掲
げ
る
情
報
（
同
号
の
申
請
に
係
る
居
宅
要

支
援
被
保
険
者
等
及
び
居
宅
要
支
援
被
保
険
者
等
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
の
う
ち
第
一
号
被
保
険
者
の
配
偶
者
若
し

く
は
第
一
号
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
そ
の
他
そ
の
世
帯
に
属
す
る
者
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
に
係
る
情
報

を
除
く
。
）

七
十
一

主
務
省
令
第
四
十
七
条
第
一
項
第
十
八
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
ロ
に
掲
げ
る
情
報
（
同
号
の
賦
課
被
保
険
者
及



び
当
該
賦
課
被
保
険
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
の
う
ち
第
一
号
被
保
険
者
の
配
偶
者
若
し
く
は
第
一
号
被
保
険
者
の

属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
そ
の
他
そ
の
世
帯
に
属
す
る
者
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
に
係
る
情
報
を
除
く
。
）

七
十
二

主
務
省
令
第
四
十
七
条
第
一
項
第
十
九
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
ロ
に
掲
げ
る
情
報
（
同
号
の
申
請
を
行
う
者
及

び
当
該
者
が
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る
者
の
う
ち
第
一
号
被
保
険
者
の
配
偶
者
若
し
く
は
第
一
号
被
保

険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
そ
の
他
そ
の
世
帯
に
属
す
る
者
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
に
係
る
情
報
を
除
く
。
）

七
十
三

主
務
省
令
第
四
十
七
条
第
一
項
第
二
十
二
号
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
事

務

同
号
ロ
に
掲
げ
る
情
報
（
同
号
の
申
請
を
行
う
者
及
び
当
該
申
請
を
行
う
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
の
う
ち
第

一
号
被
保
険
者
の
配
偶
者
若
し
く
は
第
一
号
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
そ
の
他
そ
の
世
帯
に
属
す
る
者
又
は
こ

れ
ら
で
あ
っ
た
者
に
係
る
情
報
を
除
く
。
）

七
十
四

主
務
省
令
第
四
十
七
条
第
一
項
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
ロ
に
掲
げ
る
情
報
（
同
号
の
申
請
を
行
う
者

及
び
当
該
申
請
を
行
う
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
の
う
ち
第
一
号
被
保
険
者
の
配
偶
者
若
し
く
は
第
一
号
被
保
険
者

の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
そ
の
他
そ
の
世
帯
に
属
す
る
者
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
に
係
る
情
報
を
除
く
。
）

七
十
五

主
務
省
令
第
四
十
九
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
に
掲
げ
る
情
報



七
十
六

主
務
省
令
第
四
十
九
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
に
掲
げ
る
情
報

七
十
七

主
務
省
令
第
五
十
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
イ
に
掲
げ
る
情
報

七
十
八

主
務
省
令
第
五
十
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
イ
に
掲
げ
る
情
報

七
十
九

主
務
省
令
第
五
十
条
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
イ
に
掲
げ
る
情
報

八
十

主
務
省
令
第
五
十
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
イ
に
掲
げ
る
情
報

八
十
一

主
務
省
令
第
五
十
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
イ
に
掲
げ
る
情
報

八
十
二

主
務
省
令
第
五
十
三
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
ホ
に
掲
げ
る
事
務

八
十
三

主
務
省
令
第
五
十
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
ホ
に
掲
げ
る
事
務

八
十
四

主
務
省
令
第
五
十
三
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
ニ
に
掲
げ
る
事
務

八
十
五

主
務
省
令
第
五
十
三
条
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務

同
号
ロ
に
掲
げ
る
事
務

八
十
六

主
務
省
令
第
五
十
九
条
に
掲
げ
る
事
務

同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
情
報

附

則

こ
の
告
示
は
、
法
附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


